
報告第１号 
 
 

新町建設計画策定小委員会経過報告について 
 

新町建設計画策定小委員会委員長から檜山北部３町合併協議会小委員会設置

規程第８条及び新町建設計画策定小委員会運営要綱第７条の規定により、別紙

のとおり経過報告書の提出があったので報告する。 
 
 
 

平成１６年８月２７日報告 
 
 

檜山北部３町合併協議会 
会 長 内 田 東 一 



報告第２号 
 
 

新町名候補選定小委員会経過報告について 
 

新町名候補選定小委員会委員長から檜山北部３町合併協議会小委員会設置規

程第８条及び新町名候補選定小委員会運営要綱第７条の規定により、別紙のと

おり経過報告書の提出があったので報告する。 
 
 
 

平成１６年８月２７日報告 
 
 

檜山北部３町合併協議会 
会 長 内 田 東 一 



報告第３号 
 
 

議会議員定数・任期検討小委員会経過報告について 
 

議会議員定数・任期検討小委員会委員長から檜山北部３町合併協議会小委員

会設置規程第８条及び議会議員定数・任期検討小委員会運営要綱第７条の規定

により、別紙のとおり経過報告書の提出があったので報告する。 
 
 
 

平成１６年８月２７日報告 
 
 

檜山北部３町合併協議会 
会 長 内 田 東 一 



協議第１６号 
 
 

広域連合、一部事務組合等の取扱い（協定項目１６） 
 
 
 広域連合、一部事務組合等の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 
 
  協議事項 
 

 
    広域連合、一部事務組合等の取扱い 

 
 
 

 
 
 
 
 
調整の内容 
 
 

 
 檜山北部広域連合は、合併の日の前日をもって解散

し、合併の日に事務を新町に引き継ぐ。財産の取扱い

については、合併時までに関係町と協議して決定す

る。 
 一部事務組合（檜山広域行政組合、北部檜山衛生セ

ンター組合）は、合併の日の前日をもって当該組合を

脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入す

る。 
 一部事務組合（狩場葬斎組合）は、合併の日の前日

をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を

新町に引き継ぐ。 
 共同設置機構（檜山管内公平委員会）は、合併の日

の前日をもって当該共同設置機構から脱退し、新町に

おいて合併の日に当該共同設置機構に加入する。 
 土地開発公社は、出資金を新町に移行し統合する。 
 

 
 
 

平成１６年 8 月２7 日 提出 
 

               檜山北部３町合併協議会 
会長  内 田 東 一 

 



協議第２１－６号 
 
 
   教育事業の取扱いについて（協定項目２１－６） 
 
 
教育事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 
 

協議事項 
 

 
        教育事業の取扱い 

   
 
 
 

調整の内容 
 
 

 
 
 

 
 
 

平成１６年 ８月２７日 提出 
 

               檜山北部３町合併協議会 
会長  内 田 東 一 



協議第２１－９号 
 
 
   病院及び診療所事業の取扱いについて（協定項目２１－９） 
 
 
病院及び診療所事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 
 

協議事項 
 

 
     病院及び診療所事業の取扱い 

   
 
 

調整の内容 
 
 

 
 病院及び診療所については、現行どおり新町に引き

継ぐ。 
 なお、病院については、利用実態や地域人口を勘案

し、財政規模に見合った運営方法等について必要な時

期に見直しを図るものとする。 
 病院及び診療所の使用料・手数料については、合併

時に統一する。 
 

 
 
 

平成１６年 ７月２３日 提出 
 

               檜山北部３町合併協議会 
会長  内 田 東 一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



協議第２１－１２号 
 
 
   窓口サービス事業の取扱いについて（協定項目２１－１２） 
 
 
窓口サービス事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 
 

協議事項 
 

 
     窓口サービス事業の取扱い 

   
 

 
 
調整の内容 

 
 

 
 
 

 
 
 

平成１６年 ８月２７日 提出 
 

               檜山北部３町合併協議会 
会長  内 田 東 一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



協議第２１－１４号 
 
 
   国際交流等事業の取扱いについて（協定項目２１－１４） 
 
 
国際交流等事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 
 

協議事項 
 

 
      国際交流等事業の取扱い 

 
 

 
 

調整の内容 
 

 

 
 

 
 
 

平成１６年 ８月２７日 提出 
 

               檜山北部３町合併協議会 
会長  内 田 東 一 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



協議第２１－１５号 
 
 
   姉妹都市等事業の取扱いについて（協定項目２１－１５） 
 
 
姉妹都市等事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 
 

協議事項 
 

 
     姉妹都市等事業の取扱い 

   
 

 
 
調整の内容 

 
 

 
 
 

 
 
 

平成１６年 ８月２７日 提出 
 

               檜山北部３町合併協議会 
会長  内 田 東 一 
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